一般廃棄物収集運搬業許可の申請にかかる誓約書
　

　一般廃棄物（し尿・浄化槽汚泥）収集運搬業許可の申請（以下「申請」という。）にあたり、次のとおり誓約します。

　

　１　申請に向けての関連手続きについては、申請が不受理・不許可となる場合もあり、必ず許可になるものではないことを前提として、私（当社）の判断及び責任において着手します。

　

　２　申請にあたっては、丹波市廃棄物の適正処理、減量及び再利用に関する条例並びに同条例施行規則等の内容を正しく理解し、丹波市の意向を十分に踏まえ、誠意ある対応を執ります。
　

　３　申請書が提出期限内に提出できなかった場合及び、申請書の補正が補正期限内に完了しなかった場合は、不受理・不許可となっても異議申し立てをしません。
　

　４　申請が不受理・不許可となった場合も、提出した書類の返却を求めません。

　

　５　申請が不受理・不許可となった場合も、その間に生じた経費等について、一切市に責任と負担を求めません。

　

　
　
丹波市長　林　　時　彦　　様

　

令和　　年　　月　　日

氏名（名称）　　　　　　　　　　　　　印

　　（役職）

　　（代表者氏名）

　

　

　

＊一般廃棄物収集運搬業許可の申請事務に着手される場合は、本書に必要事項を記載（自署）し、実印を押印のうえ提出してください。
